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北九州市告示第４３３号 

 土壌汚染対策法（平成１４年法律第５３号）第１１条第１項の規定に基づき

、次の土地を特定有害物質によって汚染されている形質変更時要届出区域に指

定することについて、同条第３項において準用する同法第６条第２項の規定に

基づき、次のとおり告示する。また、この告示により指定する形質変更時要届

出区域に係る同法第１５条第１項に規定する台帳は、北九州市環境局環境監視

部環境監視課及び北九州市立文書館に備え付ける。 

  令和６年１１月２１日 

                    北九州市長 武 内 和 久 

１ 指定する形質変更時要届出区域 

北九州市戸畑区大字中原４６番９４の一部 

２ 土壌溶出量基準に適合していない特定有害物質の種類 

  ベンゼン 

３ 土壌含有量基準に適合していない特定有害物質の種類 

  鉛及びその化合物 

４ 土壌汚染対策法施行規則（平成１４年環境省令第２９号）第５８条第５項 

第１０号から第１３号までの該当性 

  土壌汚染対策法施行規則第５８条第５項第１２号（埋立地管理区域）に該

当 
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北九州市告示第４３４号 

  瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第１１０号）第５条第１項の

規定による特定施設の設置の許可申請があったので、同条第４項の規定により

その概要を告示し、同条第３項に規定する事前評価に関する事項を記載した書

面を次のとおり公衆の縦覧に供する。 

 なお、当該特定施設の設置に関し利害関係を有する者は、縦覧期間満了の日

までに、北九州市長に、事前評価に関する事項についての意見書を提出するこ

とができる。  
  令和６年１１月２１日 

北九州市長 武 内 和 久  
１  申請の概要  

（１） 申請者  
      北九州市八幡西区黒崎城石１番１号 

三菱ケミカル株式会社九州事業所 

九州事業所長 西村仁志 

（２） 工場又は事業場の所在地及び名称  
      北九州市八幡西区黒崎城石１番１号  

三菱ケミカル株式会社九州事業所  
 （３） 設置される特定施設に関する事項 

ア 名称、種類及び能力 

名称 ＨＣｌ除去スクラバー（ＫＰ２Ｔ２６０－Ｓ１） 

種類 
水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第１８８号）

別表第１の第３３号リに掲げる廃ガス洗浄施設 

能力 塩化水素 ７２ｋｇ／日 

イ 使用時間間隔、１日当たりの使用時間、季節的変動及び施設の使用開 

始年月日 

使用時間間隔  連続  

１日当たりの使用時間  ２４時間  

季節的変動  なし  

使用開始年月日  許可日以降  
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ウ 使用時において当該特定施設から排出される汚水等の１日当たりの通常 

の量及び最大の量並びに汚染状態の通常の値及び最大の値 

汚水等の量  

（ｍ３／日）  

通常 １２  

最大 １２  

水素イオン濃度  
通常 １～７  

最大 １～７  

化学的酸素要求量  

（ｍｇ／ℓ ）  

通常 ６  

最大 １０  

浮遊物質量  

（ｍｇ／ℓ ）  

通常 ５  

最大 １０  

窒素含有量  

（ｍｇ／ℓ ）  

通常 ５  

最大 １０  

燐
りん

含有量 

（ｍｇ／ℓ ）  

通常 １  

最大 １  

（４） 汚水等の処理施設に関する事項 

   汚水の処理施設の名称、使用時における当該汚水処理施設による処理後 

の汚水等の１日当たりの通常の量及び最大の量並びに当該汚水等の汚染状 

態の通常の値及び最大の値 

   処理施設名 排水処理設備ＡＳＡ２ 

項目 設置前  設置後  

汚水等の量  
（ｍ３／日）  

通常 ９，３０２ 

最大 １１，２４８  
同左 

水素イオン濃度  
通常 ６～９ 

最大 ６～９ 
同左  

化学的酸素要求量  
（ｍｇ／ℓ ）  

通常 １８４ 

最大 ２３０ 
同左 

浮遊物質量  
（ｍｇ／ℓ ）  

通常 ６３ 

最大 ８６ 
同左 

ノルマルヘキサン 

抽出物質含有量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 － 

最大 ４ 
同左 

フェノール類含有量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 － 

最大 ９ 
同左  
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窒素含有量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 １７１ 

最大 ２５４ 
同左 

燐含有量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 １０．１ 

最大 ３８ 
同左 

ふっ素及びその化合物 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 １ 

最大 ６ 
同左 

（５） 排出水に関する事項  
ア 排水口名 Ｎｏ．５排水口  
イ 排水の量及び汚染状態 

項目 設置前  設置後  

排出水の量  
（ｍ３／日）  

通常 ５７，０２５ 

最大 ７６，９５５  
同左 

水素イオン濃度  
通常 ５～９ 

最大 ５～９ 
同左  

化学的酸素要求量  
（ｍｇ／ℓ ）  

通常 ４０ 

最大 ４５ 
同左 

浮遊物質量  
（ｍｇ／ℓ ）  

通常 ３０ 

最大 ４０ 
同左 

ノルマルヘキサン 

抽出物質含有量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 － 

最大 １ 
同左  

フェノール類含有量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 － 

最大 １ 
同左  

窒素含有量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ６０ 

最大 １２０ 
同左  

燐含有量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ２．６ 

最大 ９ 
同左 

ふっ素及びその化合物 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ６ 

最大 ６．７ 
同左  

２  縦覧の期間及び場所  
（１） 期間  

令和６年１１月２１日から同年１２月１２日まで（日曜日、土曜日及び  
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国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日を  
除く。）の毎日午前８時３０分から午後５時１５分まで  

（２） 場所 

北九州市小倉北区城内１番１号 

北九州市環境局環境監視部環境監視課 

３  意見書の提出要領  
事前評価に関する事項についての意見をできるだけ具体的に記載した文書 

を、令和６年１２月１２日までに前項第２号の場所に到着するように提出す 

ること。 
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北九州市公告第８２６号 

 一般競争入札により、委託契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２

２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市契約規則（昭和３９年

北九州市規則第２５号。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定によ

り、次のとおり公告する。 

  令和６年１１月２１日 

北九州市長  武 内 和 久   

１  委託内容 

（１）  業務名  令和６年度こそだて情報作成業務委託 

（２）  履行の内容等 仕様書で定めるとおり 

（３）  履行期間  契約締結日から令和７年３月３１日まで 

（４）  入札方法   

ア  総価により行う。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に 

当該金額の１００分の１０に相当する金額を加算した金額（当該金額に

１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

）をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係

る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の

１１０分の１００に相当する金額を入札書に記入すること。 

イ  開札の結果、予定価格の制限範囲内での入札がない場合は、直ちに再 

度入札を行う。 

ウ  入札執行回数は、２回を限度とする。 

エ  代理人が入札する場合は、本人の委任状を提出するとともに、入札書 

には代理人の記名押印が必要である。 

２  競争入札参加資格 

  次の各号のいずれにも該当する者であること。 

（１） 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者であること 

 。 

 （２） 北九州市物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等に関す  

る規則（平成７年北九州市規則第１１号）第６条第１項の有資格業者名簿  

に記載されていること。 

 （３） 北九州市から指名停止を受けている期間中でないこと。 

３  入札の手続等 

 （１）  契約条項を示す場所及び期間 

 ア  場所  北九州市小倉北区城内１番１号 

 北九州市子ども家庭局子ども家庭部総務企画課 
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 イ  期間  この公告の日から令和６年１２月５日まで（日曜日及び土曜日

（以下「日曜日等」という。）を除く。）の毎日午前８時３０分から正

午まで及び午後１時から午後５時まで 

（２）  入札関係資料の交付方法  この公告の日から電子メールにより無償 

で交付する。交付を希望する場合は、前号イの期間に子ども家庭局子ども 

家庭部総務企画課に連絡すること。 

（３）  入札説明会  入札説明会は、行わないものとする。 

（４）  入札に参加するための要件等 

ア  この一般競争入札に参加を希望する者は、所定の期日までに入札参加 

申込みを行い、入札参加者としての資格を有するか否かについて審査を 

受けなければならない。 

イ  入札参加申込みは、所定の様式を持参し、又は郵送することにより行

わなければならない。 

（５）  入札参加申込書を提出する場所及び期間 

ア  場所  第１号アの場所と同じ 

イ  期間 

（ア）  持参の場合 

この公告の日から令和６年１２月５日まで（日曜日等を除く。）の

毎日午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時まで 

（イ）  郵送の場合 

書留郵便で令和６年１２月５日午後５時までに必着のこと。 

（６）  競争入札参加資格確認結果の通知  令和６年１２月６日までに通 

 知する。 

４ 入札及び開札の場所及び日時 

 （１）  場所  北九州市小倉北区城内１番１号 

        北九州市役所本庁舎地下２階第２入札室 

 （２）  日時  令和６年１２月１２日（木）午前１０時 

５  その他 

 （１） 契約手続において使用する言語及び通貨 

  ア 言語  日本語 

イ  通貨  日本国通貨 

（２）  入札保証金及び契約保証金 

  ア  入札保証金  入札金額の１００分の５以上。ただし、契約規則第５条 

第７項各号のいずれかに該当する場合は、免除する。 

  イ  契約保証金  契約金額の１００分の５以上。ただし、契約規則第２５ 
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条第７項第１号又は第３号のいずれかに該当する場合は、免除する。 

（３）  入札の無効 

  次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

 ア  この公告に示した競争入札参加資格のない者がした入札 

 イ  申請書等に虚偽の記載をした者がした入札 

 ウ  契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札 

（４）  落札者の決定方法 

契約規則第１３条第１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲 

内で最低の価格をもって入札を行った者を落札者とする。 

（５）  契約書作成の要否  要 

（６） この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在 

地等 

     北九州市子ども家庭局子ども家庭部総務企画課 

 〒８０３－８５０１  北九州市小倉北区城内１番１号 

 電話  ０９３－５８２－２２８０  
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北九州市公告第８２７号 
農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律（令和４年法律第５６号）

附則第５条第１項の規定により農用地利用集積計画を定めたので、次のとおり

公告する。 
令和６年１１月２１日 

                    北九州市長 武 内 和 久 
（掲示により別紙省略） 
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北九北公告第１号 

 土地収用法（昭和２６年法律第２１９号）第２４条第１項の規定により、九

州地方整備局長から事業認定申請書及びその添付書類の写しの送付を受けたの

で、同条第２項の規定により、これを公衆の縦覧に供するため次のとおり公告

する。 

なお、事業の認定について利害関係を有する者は、この公告に基づく縦覧期

間内に限り、同法第２３条第１項の規定により、九州地方整備局長に土地収用

法施行規則（昭和２６年建設省令第３３号）第４条の規定に従って公聴会の開

催を書面により請求することができ、また、同法第２５条第１項の規定により

、福岡県知事に意見書を提出することができる。 

  令和６年１１月２１日 

                    小倉北区長 天 本 克 己 

１ 起業者の名称 

  九州旅客鉄道株式会社 

２ 事業の種類 

  小倉総合車両センター移転整備事業 

３ 起業地 

（１） 収用の部分 

福岡県北九州市小倉北区赤坂五丁目、高浜一丁目、高浜二丁目及び砂津

三丁目地内 

（２） 使用の部分 

なし 

４ 縦覧場所 

  北九州市小倉北区大手町１番１号 

小倉北区役所総務企画課 

５ 縦覧期間 

  この公告の日から令和６年１２月５日まで（日曜日、土曜日及び国民の祝

日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日を除く。）の

毎日午前８時３０分から午後５時１５分まで 
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